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第１章 計画の策定の基本的な考え方 
 

Ⅰ  計画の改定に当たって 

Ⅰ 計画の策定に当たって 
１．計画改定の背景 

千葉県では、一次救命処置に関する知識･技能を習得した県民を増やし、県民が一

次救命処置を実施しやすい環境を構築することが多くの人の救命に繋がるとの認

識の下、平成２８年１０月に「千葉県ＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に

関する条例（以下「千葉県ＡＥＤ条例」という。）」を制定しました。 
平成２９年９月、同条例に基づき「千葉県ＡＥＤ等普及促進計画」を策定し、Ａ

ＥＤ等の普及促進に取り組んできました。 
日本では、心肺機能停止により救急搬送された傷病者数は、令和元年で１２万６，

２７１人であり、このうち７万８，８８４人が心原性心肺機能停止（＊１）によるもの

です。 
この心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民がＡＥＤ（＊２）を用いた除細動の

実施（以下、「ＡＥＤの使用」という。）及び心肺蘇生法を実施した場合、１か月後

の生存率は、いずれも実施しなかった場合と比較して約５．９倍の差があります（令

和元年全国）。このことから、現場に居合わせた一般市民による要救助者への適切な

一次救命処置（ＡＥＤと心肺蘇生法）の実施が、要救助者の救命に大きく寄与する

ことは明らかです。 
しかし、千葉県内における一般市民による心肺蘇生法の実施率は５５．４％、そ

のうちＡＥＤの使用率は６．３％（いずれも令和元年）であり、一般市民による心

肺蘇生法の実施率及びＡＥＤの使用率の向上が大きな課題となっています。 
このたび、初期計画の策定から３年半が経過し、現状を踏まえ「千葉県ＡＥＤ等

普及促進計画」の改定を行いました。 
 

＊１ 心原性心肺機能停止：心臓及び肺の機能を両方とも失っている状態のうち、心

臓に原因があるもの 
＊２ ＡＥＤ：自動体外式除細動器 
 
２．計画の位置づけ等 
（１）本計画は、千葉県ＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例第７

条に基づき策定した計画であり、医療法第３０条の４に基づく医療計画（千葉県

保健医療計画）の個別計画です。 
（２）千葉県におけるＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施について、総合的・効果的

に促進するための基本的な方針です。 
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（３）市町村や県民、事業者など多様な関係者が目指すべき方向性を明確にしたもの

です。（自主的・積極的活動の指針となるものです。） 
 
３．計画期間 

計画期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和８年度（２０２６年度）まで

の６年間とし、３年を目途に中間見直しを行います。 
 

図 1.1 千葉県 AED 等普及促進計画と他の計画との関係 
 

 
 
  

千葉県総合計画

千葉県保健医療計画

千葉県AED等普及促進計画
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Ⅱ  目指すべき方向性 

Ⅱ 目指すべき方向性 
１．基本理念と基本目標 

平成１６年に県民がＡＥＤを使用できるようになって以来、ＡＥＤの設置台数は

大きく増加しています。しかし、公益財団法人日本心臓財団も指摘しているように

「ＡＥＤを設置するだけでは、突然心停止となった方を救命することはできません。

設置されたＡＥＤをきちんと維持管理し、いつでも使えるようにしておくこと、Ａ

ＥＤの設置場所を周知することも大切です。そして一番重要なことが、ＡＥＤを使

える人を増やすこと」です。 

このため、本計画では、「誰もが自発的かつ積極的にＡＥＤを用いた心肺蘇生法を

実施できる環境づくり」を基本理念とし、全国に先がけた取組を行うことにより、

千葉県ＡＥＤ条例の策定趣旨の実現を目指します。 

また、この基本理念の実現に向け、本計画では「ＡＥＤの有効活用」、「一次救命

処置を実施できる人材の育成」という２つの基本目標を設定し、それぞれの目標達

成に必要な施策を位置づけて、本県が進むべき方向性を明らかにします。 

 
２．社会目標 

本計画の推進に当たって、具体的な数値目標を次のとおり定めます。この数値目

標は、県の目標というだけでなく、県民の皆様をはじめ、市町村、事業者など関係

者と共有し、力を合わせて実現を目指すべき社会目標となるものです。 

 

 

指標名 
現状 

（R元年） 

目標 

（R8 年） 

心肺機能が停止した状態で見つかった者に対す

るＡＥＤ使用率 

（県内、心原性、県民の目撃・心肺蘇生法実施あり） 

6.3％ 10.0% 

心肺機能が停止した状態で見つかった者の１か

月後の生存率・社会復帰率 

（県内、心原性、県民の目撃・心肺蘇生法実施あり（Ａ

ＥＤを使用しない場合も含む）） 

（生存率） 

17.7％ 

（社会復帰率） 

10.8％ 

（生存率） 

20.0% 

（社会復帰率） 

15.0% 

 

 

誰もが自発的かつ積極的にＡＥＤを用いた心肺蘇生法を実施できる環境づくり 
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（１） ＡＥＤ使用率 

平成１６年に非医療従事者によるＡＥＤの使用が認められてから１６年以上た

ちますが、依然としてＡＥＤの使用率が低い状況を鑑み、ＡＥＤの使用率向上を

目指して設定しました。 

 

（２）生存率・社会復帰率 

ＡＥＤ使用率を向上させて得られる最終的な成果は、千葉県ＡＥＤ条例にも掲

げられている「一人でも多くの要救助者の救命と後遺症の軽減」であるため、本

計画の成果指標として「心肺機能が停止した状態で見つかった者の１か月後の生

存率及び社会復帰率」を置くこととしました。 
 
３．取組の姿勢 
（１）県民、事業者等への取組 

県民が心肺機能の停止した状態にある者に遭遇した際、心肺蘇生法を実施し、

またＡＥＤを使用するかどうかは、法的な義務によるものではなく、また、行政

が責務を負うことによってその実施が左右されるものでもありません。 
心肺蘇生法のように、県民の躊躇ない行動によってこそ成果が発揮される取組

は、心肺蘇生法やＡＥＤの習熟や、実際にそのような事態に遭遇した一人一人の

命を救いたいという気持ちの醸成が重要になります。そのためには、規制的な動

きを行うよりも、市民活動的な機運を盛り上げていく方向が、結果として生存率・

社会復帰率の向上に寄与すると思われます。 
ＡＥＤの設置・活用に当たっては、一般に広く働きかけるだけでなく、より高

い効果を生むと考えられる施設を中心に働きかけを行うことなども必要です。 
 

（２）市町村等への取組 
   県と市町村等が協力して取り組むことにより、ＡＥＤ使用率の更なる向上が見

込まれます。より多くの県民の意識向上を図るために、条例の制定や計画の策定

等のＡＥＤ使用率の向上につながるような取組を、県内市町村等に働きかけてい

きます。 
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第２章 現状と課題 
 

Ⅰ  現状 

Ⅰ 現状 
１．ＡＥＤの使用率 
（１）令和元年の状況 

令和元年中に一般市民により心原性心肺機能停止の時点が目撃された傷病者は、

千葉県内において１，２７２人であり、うち一般市民により心肺蘇生法が実施され

た傷病者は７０５人（５５．４％）でした。その１か月後の生存者数は１２５人（１

７．７％）、１か月後の社会復帰者数は７６人（１０．８％）となり、一般市民によ

り心肺蘇生法が実施されなかった場合（それぞれ６．７％、３．４％）に比べ、率

にして前者は約２．６倍、後者は約３．２倍高くなっています。 

また、一般市民により心肺蘇生法が実施された傷病者のうち、ＡＥＤが使用され

た傷病者は８０人（６．３％）でした。１か月後の生存者数は４３人（５３．８％）、

１か月後の社会復帰者数は３５人（４３．８％）となり、一般市民による心肺蘇生

法が実施されなかった場合に比べ、率にして前者は約８．０倍、後者は約１２．９

倍高くなっています。 

 

図 2.1 一般市民により心原性心肺機能停止の時点が目撃された症例のうち、心肺蘇生法が

実施され、ＡＥＤが使用された場合の１か月後生存率と社会復帰率（令和元年・千葉県） 

 

          （出典）消防庁の統計調査系システム内の千葉県データから集計 

県民により心原性心肺機
能停止の時点が目撃され

た傷病者数

１，２７２人

（Ａ）県民により心肺蘇生
法が実施された傷病者数
７０５人（５５．４％）

（Ａ）のうち

１か月後生存者数

１２５人（１７．７％）

（Ａ）のうち

１か月後社会復帰者数

７６人（１０．８％）

（Ｂ）県民により除細動
が実施された傷病者数
（ＢはＡの内数）

８０人（６．３％）

（Ｂ）のうち

１か月後生存者数

４３人（５３．８％）

（Ｂ）のうち

１か月後社会復帰者数

３５人（４３．８％）

（Ｃ）県民により心肺蘇
生法が実施されなかった

傷病者数

５６７人（４４．６％）

（Ｃ）のうち

１か月後生存者数

３８人（６．７％）

（Ｃ）のうち

１か月後社会復帰者数

１９人（３．４％）

 
内
数

2.6 倍 

3.2 倍 

8.0 倍 

12.9 倍 
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（２）実施状況の推移 

千葉県内における、平成２６年から令和元年の心肺機能が停止した傷病者のうち、

一般市民により心肺蘇生法が実施された件数は微増傾向にあり、令和元年には半数

以上の傷病者に実施されました。また、ＡＥＤの使用状況についても、微増傾向に

あり、令和元年の使用率は６．３％となりました。 

 

 表 2.1 一般市民が心肺蘇生法を実施しＡＥＤを使用した傷病者数の推移 

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

① 
県民により心原性心肺機能停止

の時点が目撃された傷病者数 
1,082 1,119 1,021 1,173 1,218 1,272 

② 
①のうち、心肺蘇生法が実施され

た傷病者数 
536 544 517 543 622 705 

③ 心肺蘇生法実施率（②／①） 49.5% 48.6% 50.6% 46.3% 51.1% 55.4% 

④ 
②のうち、ＡＥＤが実施された傷

病者数 
43 56 55 60 72 80 

⑤ ＡＥＤ使用率（④／①） 4.0% 5.0% 5.4% 5.1% 5.9% 6.3% 

   （出典）消防庁の統計調査系システム内の千葉県データから集計 

 

（３）生存率・社会復帰率の推移 

一般市民により心原性心肺機能停止の時点が目撃された傷病者のうち、一般市民

により心肺蘇生法を実施した場合の１か月後の生存率、社会復帰率、ＡＥＤを使用

した場合の１か月後の生存率及び社会復帰率は概ね横ばいで推移しています。 
 
 表 2.2 一般市民が心肺蘇生法を実施しＡＥＤを使用した場合の生存率と社会復帰率等の推移 

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

② 心肺蘇生法が実施された傷病者数 536 544 517 543 622 705 

⑥ ②のうち 1か月後の生存者数 95 82 98 81 116 125 

⑦ 生存率（⑥／②） 17.7% 15.1% 19.0% 14.9% 18.6% 17.7% 

⑧ ②のうち1か月後の社会復帰者数 73 56 72 61 97 76 

⑨ 社会復帰率（⑧／②） 13.6% 10.3% 13.9% 11.2% 15.6% 10.8% 

④ ＡＥＤが使用された傷病者数 43 56 55 60 72 80 

⑩ ④のうち 1か月後の生存者数 25 27 30 30 34 43 

⑪ 生存率（⑩／④） 58.1% 48.2% 54.5% 50.0% 47.2% 53.8% 

⑫ ④のうち社会復帰者数 22 21 26 26 31 35 

⑬ 社会復帰率（⑫／④） 51.2% 37.5% 47.3% 43.3% 43.1% 43.8% 

   （出典）消防庁の統計調査系システム内の千葉県データから集計 
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２．県民により心原性心肺機能停止の時点が目撃された症例の特性 
（１）発生場所の内訳 

令和元年に千葉県内で、一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例

の発生場所を調べたところ、最も多い場所は住宅で７６５人、続いて外出してい

るときの店舗内等での発生が３５６人で、この２つで全体の８８．２％を占めて

います。 
 

   表 2.3 一般市民により心原性心肺機能停止の時点が目撃された症例の場所の内訳 

発生場所 人数 構成割合 

外出中（店舗内等） 356 28.0% 

外出中（道路上） 50 3.9% 

住宅（自宅） 765 60.2% 

勤務中（職場内等） 73 5.7% 

その他（不明含む） 28 2.2% 

合計 1,272  

（出典）消防庁の統計調査系システム内の千葉県データから集計 

 

（２）傷病者年齢の内訳 

令和元年に千葉県内で、一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例

の年齢階層を調べたところ、最も多い階層は６１～８０歳で５３９人、続いて８

１歳以上歳が５３５人となっており、この２つの階層で全体の８４．４％を占め

ています。 
 

   表 2.4 県民により心原性心肺停止の時点が目撃された症例の年齢階層 

年齢 人数 構成割合 

0～20 14 1.1% 

21～40 28 2.2% 

41～60 156 12.3% 

61～80 539 42.4% 

81～ 535 42.0% 

合計 1,272  

（出典）消防庁の統計調査系システム内の千葉県データから集計 

 

３．県有施設におけるＡＥＤの使用状況 
（１）県有施設におけるＡＥＤの使用件数（平成 24 年 4 月～令和 2 年 3 月） 

県有施設でのＡＥＤの使用状況を調べたところ、調査を実施した平成２４年度

から令和元年度までの８年間で８１件あり、１年当たりの平均は約１０件でした。 
 



8 
 

   表 2.5 県有施設におけるＡＥＤ使用状況の推移 

 使用件数 使用結果 

H24 年度 9 回復 2 死亡 5 ショック不要 2 経過不明 0 

H25 年度 10 回復 0 死亡 4 ショック不要 2 経過不明 4 

H26 年度 9 回復 1 死亡 0 ショック不要 7 経過不明 1 

H27 年度 7 回復 2 死亡 1 ショック不要 4 経過不明 0 

H28 年度 12 回復 1 死亡 1 ショック不要10 経過不明 0 

H29 年度 12 回復 3 死亡 9 ショック不要 0 経過不明 0 

H30 年度 13 回復 1 死亡 7 ショック不要 4 経過不明 1 

R 元年度 9 回復 0 死亡 4 ショック不要 5 経過不明 0 

合計 81  

（千葉県医療整備課調べ） 

 

（２）県有施設における主なＡＥＤ使用事例 

県有施設における具体的な使用事例を調べると、学校等においてスポーツを行

っているとき、音楽や絵画鑑賞・スポーツ観戦のため施設を利用しているときな

どでＡＥＤは使用されています。 

    

表 2.6 県有施設における主なＡＥＤ使用事例 

 場所 救命時の状況 ＡＥＤ使用者 

H24 年 10 月 文化会館 公演中の演奏者 職員 

H25 年 4 月 展示場 入場者（駐車場で） 同乗者 

H26 年 9 月 競技場 マラソン参加者 不明 

H26 年 12 月 体育館 体力テストの参加者 職員 

H27 年 8 月 高等学校 テニスコートにいた生徒 職員 

H28 年 11 月 学校 体育授業中の教員 職員 

H29 年 7 月 展示場 イベント入場者 主催者 

H29 年 12 月 文化会館 出演者（楽屋で） 職員 

H31 年 4 月 浄水場 出入り業者の職員 職員 

 

４．世論調査の結果 
令和元年度に県が実施した県政に関する世論調査1の結果によれば、見知らぬ人が

                                                   
1 令和元年度 第５９回県政に関する世論調査 

① 調査対象  千葉県全域 満１８歳以上の男女個人 3,000 人（層化二段無作為抽出法による） 

② 調査時期  令和元年１１月２２日～１２月１３日 

③ 調査方法  郵送法（郵送配付－郵送回収） 

④ 回答状況  有効回収数 1,359 件、有効回収率 45.3% 
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目の前で倒れ、その人の意識がなかった場合に、心肺蘇生法が「できる」と答えた

県民の割合は２６．９％であり、また、ＡＥＤの使用が「できる」と答えた人の割

合は３７．７％でした。平成２８年度に実施した調査と比較すると、心肺蘇生法が

「できる」と答えた県民の割合は、１．４ポイント下降し、ＡＥＤの使用が「でき

る」と答えた県民の割合は２．６ポイント上昇しました。 

 

図 2.2 心肺蘇生法の実施又はＡＥＤの使用ができると答えた人の割合 

 

 

図 2.2 で「できない」と答えた人にその理由を聞いたところ、心肺蘇生法、ＡＥ

Ｄとも「やり方（使用方法）がわからない」と答えた人の割合が最も高く、次いで、

心肺蘇生法の場合は、「自信がない」、ＡＥＤの場合は、「使用すべき状態かどうか分

からない」となっています。 

平成２８年度に実施した調査と比較すると、心肺蘇生法、ＡＥＤとも「やり方（使

用方法）がわからない」と答えた人の割合は、減少している一方で、心肺蘇生法、

ＡＥＤとも「救急隊を待った方が良いと思うから」「責任を問われたくないから」と

答えた人の割合は増加しています。 

 

図 2.3 心肺蘇生法の実施又はＡＥＤの使用が「できない」理由 

 

 

 ※１ 心肺蘇生法のみ設定した質問項目  ※２ ＡＥＤのみ設定した質問項目 

37.7

26.9

59.8

71.2

2.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AED

心肺蘇生法

できる できない 無回答

12.3

3.3

16.5

25.2

54.2

59.0

3.4

2.9

15.2

18.5

24.2

39.4

53.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

無回答

その他

人工呼吸に抵抗があるから（※１）

責任を問われたくないから

救急隊を待った方が良いと思うから

AEDを使用するべき状態かどうかわからないから（※２）

やり方はわかるが、できる自信がないから（※１）

やり方（使用方法）がわからない（忘れた）から

心肺蘇生法 AED
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また、図 2.2 で「できる」と答えた人に、異性に対してＡＥＤを使用することが

できるか聞いたところ、心肺蘇生法が「できる」と答えた県民の割合は８０．１％

であり、また、ＡＥＤの使用が「できる」と答えた人の割合は８９．１％でした。 

 

図 2.4 心肺蘇生法の実施又は AED を異性に対して使用ができると答えた人の割合 

 

 
 

ＡＥＤの機器について見聞きしたり、使ったことがあるか聞いたところ、「見たり

聞いたりしたことがある」が４９．２％、「使い方を学んだことがある」が４０．３％、

「実際に倒れている人に使ったことがある」が０．７％であり、これらを合わせる

と９０．２％となっています。 

一方、「いずれもない」と答えた人は８．０％でした。 

 

図 2.5 ＡＥＤについて見聞きしたり、使ったことがある人の割合 

 

 

89.1

80.1

9.4

19.9

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AED

心肺蘇生法

できる できない 無回答

49.2 40.3 0.7
8.0 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AED

見たり聞いたりしたことがある 使い方を学んだことがる

実際に倒れている人に使ったことがある いずれもない

無回答
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５．ＡＥＤの設置数 
県は県内のＡＥＤについて市町村等の協力をいただき調査をしておりますが、そ

の正確な設置数は未だ把握できていません。令和３年１月１日現在、県が設置を把

握している施設数は７，７０９施設となっています。 

 

表 2.7 県内施設のＡＥＤ設置状況 

設置施設 施設数 設置台数 

①県有施設 総務部 17 19 

防災危機管理部 2 6 

健康福祉部 31 41 

環境生活部 10 10 

商工労働部 17 25 

農林水産部 11 11 

県土整備部 19 41 

水道局 28 29 

病院局 6 34 

教育庁 206 385 

警察本部 102 128 

計 449 729 

②市町村公共施設 庁舎、公園、学校等 3,232 3,654 

③国有施設 国立大学、税務署等 37 63 

④民間施設 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、駅など 3,991 5,088 

総計 ①＋②＋③＋④  7,709 9,534 

※①は令和３年１月、②③④は令和元年８月調査時点（千葉県医療整備課調べ） 

 

６．県有施設におけるＡＥＤの管理状況 
県有施設のＡＥＤについて、点検担当者の配置状況や日常点検の実施率を調べた

ところ、点検担当者を置いているＡＥＤは７２９台のうち７２７台であり、全体の

約９９．７％の配置状況となっています。また、設置台数ごとの日常点検の状況は、

７２９台すべてで点検が行われており、点検実施率は１００％でした（いずれも令

和３年１月）。 

 

７．救命講習の実施状況 
県内における救命講習は、主に消防（局）本部と日本赤十字社千葉県支部（以下

「日赤」という。）によって行われています。消防（局）本部は、平成３０年に２，

７６５回の救命講習を実施しており、受講者数は、４９，７５６人です。日赤は、

平成３０年度に１，１１１回の講習を実施しており、受講者数は４５，７６９人で
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す。また、日赤は、カリキュラムに柔軟性をもたせた短期講習（ＡＥＤが含まれな

い場合がある）を実施しており、受講者数の多くは短期講習に参加しています。 

 

 表 2.8 救命講習の実施状況の推移 

 （１）県内消防（局）本部 （２）日本赤十字社千葉県支部 

実施回数 受講者数 実施回数 受講者数 

H15 年 1,768 36,497 314 11,121 

H16 年 1,693 34,855 440 11,436 

H17 年 1,918 39,117 380 14,305 

H18 年 2,373 44,333 556 18,640 

H19 年 2,825 50,948 611 20,925 

H20 年 3,043 54,086 564 20,277 

H21 年 2,811 46,069 703 24,738 

H22 年 2,779 46,397 696 26,673 

H23 年 2,643 44,585 808 28,899 

H24 年 2,989 50,874 837 30,830 

H25 年 2,947 49,009 818 32,297 

H26 年 3,035 51,912 916 34,298 

H27 年 3,067 50,780 885 33,528 

H28 年 3,070 51,198 858 34,408 

H29 年 2,972 48,532 1,038 38,299 

H30 年 2,765 49,756 1,111 45,769 

（（１）千葉県消防課調べ、（２）日本赤十字社千葉県支部事業報告より作成） 

＊消防は年次、日赤は年度で集計 
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Ⅱ  課題 

 
１．心肺蘇生法実施率及びＡＥＤ使用率の向上 

ＡＥＤについては、平成１６年７月１日付け医政発第 0701001 号厚生労働省医

政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動機（ＡＥＤ）の使用について」

において、救命の現場に居合わせた一般市民による使用が認められて以来、千葉県

においても急速に普及しています。しかし、実際に使用された件数はまだ少ない状

況です。県民が心肺蘇生法を実施し、さらにＡＥＤを使用した場合は、何も行わな

かった場合に比べて生存率や社会復帰率が高いことが分かっています。一人でも多

くの人の命を救い、社会に復帰していただくためには、県民による心肺蘇生法の実

施及びＡＥＤの使用が有効であり、この実施率・使用率を上げていくための取組が

求められます。 
 
２．ＡＥＤの戦略的な設置 

平成２８年までに日本では約７０万台のＡＥＤが販売され、世界の中でトップレ

ベルの普及国になっています。あらゆる場所にＡＥＤを設置することが理想ですが、

それは必ずしも現実的・効率的ではありません。米国の研究によれば、心肺機能停

止が２年に１件以上目撃されている施設や５０歳以上の成人２５０人以上が１日

１６時間以上常在している施設に対してＡＥＤの設置を進めたところ、救命率が向

上したとのことです。ＡＥＤを効果的に活用するためには、人口密度が高い場所、

心臓病を持つ高齢者が多い場所、運動やストレスなどに伴い一時的に心臓発作の危

険が高まる場所など、発生頻度等を踏まえた設置に配慮する必要があります。 
 
３．ＡＥＤの設置数の把握と効果的な設置情報の提供 

現場に居合わせた県民に、心肺蘇生法の実施やＡＥＤの使用を期待する以上、県

民に正しく設置情報を提供することは非常に重要となります。現在、県で公表して

いるＡＥＤ設置情報について引き続き正確な設置情報を整理していく必要があり

ます。 
また、現場でＡＥＤが必要になったとき、ＡＥＤの置いてある場所に迅速にたど

りつくためには、現場における適切な表示も重要です。例えば、駅や施設など公共

の場において「非常口」や「トイレ」等の案内は分かりやすく示されていますが、

ＡＥＤがどこにあるかという表示はまだまだ少ないと思われます。ＡＥＤはあるの

かないのか、ある場合はどこにあるかといったＡＥＤを使う立場で必要な情報を適

切に表示する必要があります。 
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４．ＡＥＤの適切な維持管理 

ＡＥＤは設置しただけでは十分ではありません。いざというときに使える状態に

しておくことが重要です。パッドとバッテリーの使用期限の確認など、日常の点検

やメンテナンスを適切に行っていく必要があります。 
県をはじめＡＥＤを設置している市町村や事業者など、ＡＥＤの適切な維持管理

が求められます。 
 

５．救命講習の効果的・効率的な実施 
世論調査の結果にあるとおり、心肺蘇生法やＡＥＤを「できない」とする最も大

きな理由は「やり方を知らない」ことです。このためには、救命講習（＊１）を受講し、

心肺蘇生法やＡＥＤについて知ってもらうことが大切です。一方、救命講習を実施

している消防（局）本部や日赤は、人員体制の制約等から無限に実施回数を増やせ

るわけではありません。今後は、開催場所や受講対象など工夫するとともに、製造

販売業者をはじめとした民間企業が提供する講習の活用についても検討が必要に

なります。 
千葉市では、「千葉市を日本のシアトル（＊２）に」する教育推進プランを実施して

おり、小５、中２、高１を対象として救命講習を実施しており、このような効果的・

効率的な取組が求められます。 
 
 ＊１ 救命講習：消防（局）本部や日赤が実施する、ＡＥＤを用いた心肺蘇生法・

気道異物除去法の一次救命処置と止血法等の実習を行う講習。 
＊２ 日本のシアトル：アメリカ合衆国のシアトルは、年間の救命率が３０％から

４０％に及ぶとされ、その背景には１９７８年から開始さ

れた全公立学校（ミドルスクール）における全生徒を対象

とした心肺蘇生法教育の実施があるとされています。 
 
６．積極的に心肺蘇生法を実施し、ＡＥＤを使用できる環境づくり 
  ＡＥＤの使用や心肺蘇生法の実施をできないとする理由として、一次救命処置に

伴い、責任を問われることや健康被害等の不利益をあげる人がいます。 
  このような人々に対し、一次救命処置を実施する気持ちを醸成するには、法的責

任が問われることがないことを理解していただくための取組や万が一の訴訟や健

康被害等の懸念を払拭できるような環境づくりが求められます。 
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第３章 重点的な施策・取組 
Ⅰ 施策体系 

Ⅰ  施策体系 

 
図 3.1 施策体系 
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目標１  ＡＥＤの有効活用 

目標１ ＡＥＤの有効活用 
 公益財団法人日本心臓財団によれば、ＡＥＤは、平成２６年までに千葉県内だけで

２万台を超える販売がされています。しかし、本県において県民がＡＥＤを用いて心

肺蘇生法を実施した割合は、県民が目撃した傷病者のうちわずか６．３％にすぎませ

ん。 
 このため、継続的にＡＥＤの設置台数の増加に努めるとともに、今後は設置された

ＡＥＤをいかに有効に機能させていくかに力を注ぐべき時期と考えられます。 
目標１では、設置促進だけではなく、設置された後の維持管理、また県民への情報

提供を取り上げ、ＡＥＤを活用していくための方向性を検討します。 
 

施策１．ＡＥＤの設置促進 
１．課題と方向性 

○ ＡＥＤについては、いたずらに設置数を増やしても十分な効果をあげられる

とは限りません。日本循環器学会ＡＥＤ検討委員会の「ＡＥＤの具体的設置・

配置基準による提言」によれば、「院外心停止の７割以上が住宅で発生するが、

目撃される割合、ＶＦ（心室細動）の検出頻度は公共場所の方が高く、除細

動の適応となり、救命される可能性も高い。そのため、先進国では公共場所

を中心としたＡＥＤ設置が推奨されてきた」とあります。 
○ このため、今後は、公共的な施設を中心にＡＥＤの効果的・効率的な設置を

進めていく必要があります。 
 

２．県の活動目標 

指標名 
現状 

（R元年度） 

目標 

（R8 年度） 

県有施設へのＡＥＤ設置率 

※本計画の資料編に記載された、ＡＥＤを設置する県

有施設一覧に対する整備率 

100.0％ 100.0％ 

 

３．具体的な取組 
（１）県有施設への設置 

○ 県有施設は、庁舎等の専ら公用に供する施設から、学校・図書館・博物館・

体育施設などのように広く県民が利用する施設まで多様です。ＡＥＤ設置の

効果を発揮するためには、施設の性質や規模に応じた設置が重要です。この

ため、県は県有施設のうちＡＥＤを優先的に設置するべき個別具体的な施設

基準を次のように定め、計画的に設置していきます。 
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【設置基準】本計画資料編「県有施設ＡＥＤ設置目標施設一覧」を参照 

条例第１０条第１項で定めるＡＥＤを設置する県有施設は次のとおりとす

る。 

(1) 心肺機能が停止した状態にある者の発生頻度が高い施設 

(2) 心肺機能が停止するリスクがあるイベント等が行われる施設 

(3) 心肺機能が停止した状態にある者を目撃される可能性が高い（人が多

い）施設 

 

（２）公共及び民間施設への設置促進 

○ 県有施設以外の施設等についても設置基準を満たす施設には、ＡＥＤの設置

が求められます。これらの要件を満たす「駅」や「空港」、「スポーツ施設」、

「大規模商業施設」、「学校」等への設置促進は重要な取組です。 
○ 市町村や事業者等は、県の設置基準等を参考に、施設の性質や規模に応じ、

効果的に利用されることに配慮したＡＥＤの設置を進め、ＡＥＤを用いた心

肺蘇生法が効果的に行われる環境づくりに努めます。そのため、県は様々な

機会を活用して市町村や事業者等にＡＥＤの設置を働きかけます。 
○ また、今後、調査等によりＡＥＤが必要と考えられる未設置施設や設置が進

んでいない地域などがあれば、ＡＥＤ設置が促進されるような政策的な配慮

について研究を行います。 
 

施策２．適切なＡＥＤの表示と維持管理 
１．課題と方向性 

○ 県民が利用できるＡＥＤについては、日常的な点検が適切に実施されていれ

ば防げたかもしれない不具合の事例が報告されています。 

○ 平成２５年度に行われた厚生労働省のＡＥＤ製造販売業者に対するアンケー

ト結果によれば、日常的な点検や消耗品の交換が徹底されていないケースの

原因として、維持管理の必要性の認識不足や点検担当者の変更などがあるこ

とが確認されています。 

○ ＡＥＤを適切に維持管理し、機器の不具合を防止するためには、管理者へ管

理方法などの周知を徹底し、製造販売業者などが提供する管理情報やサポー

トサービスを活用することが有効であり、今後とも、その周知徹底に努める

必要があります。 
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２．県の活動目標 

指標名 
現状 

（R元年度） 

目標 

（R8 年度） 

ＡＥＤが設置された県有施設におけるＡＥ

Ｄ点検実施率 
100.0％ 100.0％ 

（R元年 8月調査） 

 

３．具体的な取組 
（１）表示 

ア．県有施設での表示 

○ 心肺機能が停止した状態にある人の命を救うためには、一刻も早い一

次救命処置が効果的です。そのため、救助実施者がＡＥＤの設置されて

いる施設及びその設置場所をいち早く知ることが、ＡＥＤのより早い

使用につながり、ＡＥＤ使用率や救命率等の向上に貢献します。 

○ 県では、県有施設に対し次のような基準を定め、ＡＥＤの設置施設であ

ること及びその設置場所等を適切に表示します。 

 

【表示基準】 

条例第１０条第２項で定めるＡＥＤの設置場所の表示は次のとおりと

する。 

(1) 施設の出入口又は出入口に準ずる場所にＡＥＤの設置施設である

旨及びＡＥＤ設置場所を表示する。 

(2) (1) に基づく表示に当たっては、より多くの施設利用者の目に付く

場所に表示するよう配慮する。 

(3) (1) に基づくＡＥＤの設置場所の表示に当たっては、地図による設

置場所の表示に努める。ただし、文字による表示も妨げない。 

 

イ．公共及び民間施設での表示 

○ 不特定多数が利用する施設等にＡＥＤを設置している者には、当該施

設へのＡＥＤに関する適切な表示が期待されます。施設の入口に「ＡＥ

Ｄマーク」を表示したり、ＡＥＤがある場所を掲示したりすることによ

り、県民がＡＥＤを迅速に利用できる環境づくりに寄与します。 

○ 県では、公共施設、民間施設においても、ＡＥＤを設置している旨及び

その設置場所について適切な表示が進むよう働きかけます。 

 

（２）維持管理 

ア．県有施設での維持管理 

○ 県民が一次救命処置を行う際にＡＥＤの管理不備により、その性能が発
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揮されない事態を防止するため、適切な維持管理を行う必要があります。 

○ 県では、ＡＥＤの維持管理を徹底するため、県有施設について次の維持

管理基準を定め、定期的に設置機関に周知を図るとともに、実施状況を

調査し、意識の醸成に努めます。 

 

【維持管理基準】 

条例第１０条第３項で定めるＡＥＤの維持管理の基準を次のとおりと

する。 

(1)ＡＥＤの設置者（ＡＥＤの設置・管理について責任を有する者）は設

置したＡＥＤの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置

し、日常点検を実施する。 

(2)(1)の点検担当者は、次の事項を実施する。 

① ＡＥＤ本体のインジケータのランプの色や表示により、ＡＥＤが

正常に使用可能な状態を示しているか、日常的に点検し、記録す

る。 

② 消耗品（電極パッド及びバッテリー）には使用期限や寿命がある

ので、製造販売業者等から交付される表示ラベルに消耗品の交換

時期等を記載し、使用期限を日頃から把握して交換を適切に実施

する。 

③ 消耗品の交換を実施する際は、新たな消耗品に添付された新しい

表示ラベル等を使用して、次回の交換時期などを記載しＡＥＤに

取り付ける。 

④ 点検担当者は点検の必要性を十分に認識し継続的に実施する。ま

た点検の担当者が代わったときは、確実に引き継ぎを行う。 

(3)日常の点検が難しい場合は、販売業者、製造販売業者が提供している

サポートサービスの活用を検討する。 

(4)設置場所の気温が氷点下になるなど寒冷な環境下においては、バッ

テリーの出力低下や電極パッドの凍結等により、正しく作動しない

可能性が指摘されているので、適切な温度管理の下での設置等に配

慮する。 

 

イ．公共及び民間施設での維持管理 

○ ＡＥＤはいざという時に機能することを期待して設置するものであり、

民間施設等においても適切に維持管理されていることが期待されます。 

○ ＡＥＤ設置者については機器の取扱説明書に基づくとともに、国通知

や上の県基準を参考に、日常的な点検を行うよう、市町村や事業者等へ

働きかけます。 
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施策３．県民へのＡＥＤ情報の提供 
１．課題と方向性 

○ 県民がＡＥＤを使用できるようにするためには、県内のＡＥＤ設置情報を適

切に登録し、誰もが容易に把握できるよう公表することが求められます。 
○ 現在、県内のＡＥＤ設置情報は、一般社団法人日本救急医療財団の全国ＡＥ

Ｄマップ、県の「街の情報館」（県ホームページからリンク）により公表して

いる他、いくつかの市町村においても設置情報を公表しています。 
○ 本来、ＡＥＤ設置情報については、一般社団法人日本救急医療財団、地方自

治体とも、同じものを掲載すべきですが、登録が任意であることや情報収集

方法の違い等により公表内容に差がでている実態があります。 
○ 今後、公表数の増加や公表内容の精度を高めるとともに各公表団体で情報を

共有し、県民に信頼性の高いＡＥＤ設置情報を提供していく必要があります。 
 
２．県の活動目標 

指標名 
現状 

（R2 年度） 

目標 

（R8 年度） 

県ホームページで公表しているＡＥＤ施設数 7,709 施設 8,000 施設 

 

３．具体的な取組 
（１）ホームページでの情報提供 

○ ＡＥＤ設置場所の公表について、県では「街の情報館（県のホームページか

らリンク）」により公表しています。この設置情報については市町村や事業者

からの情報提供により収集しており、登録に関する設置者の同意や県ホーム

ページ外への情報提供に関する同意が不明確となっています。 
○ また、公表内容についても、県民の利用可能な時間や子ども用パッドの有無

等について全ての公表施設に確認できたわけではありません。 
○ 県における公開情報の精度を高めるため、関係機関を通じた調査や設置者へ

の調査により情報の整理を確実に実施していきます。 
 

（２）条例に基づくＡＥＤ設置届出制度の構築 

○ ＡＥＤ設置者の協力を得て、ＡＥＤの設置、変更又は廃止の情報を届け出て

もらえるよう「ＡＥＤ設置等届出制度」を構築しています。この情報に基づ

き、第三者の利用の可否や利用可能な時間等を含む信頼性の高いＡＥＤ設置

情報を公表していきます。 
○ また、ＡＥＤ設置者の協力が得られるよう、ＡＥＤ販売業者や県ホームペー

ジを通じて、ＡＥＤ設置届出制度の周知を図ります。 
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目標２  一次救命処置を実施できる人材の育成 

目標２ 一次救命処置を実施できる人材の育成 
 本県では、県民がＡＥＤを用いた心肺蘇生法を実施した割合は、県民が目撃した傷

病者のうち６．３％にすぎません。 
県民が心肺蘇生法を実施できない、又はＡＥＤを使用できない理由について世論調

査を行ったところ、いずれも１位が「やり方（使用方法）が分からない」となってお

り、こうした状況を改善していかなければ、ＡＥＤの使用率は上昇しないと推測され

ます。 
 このため、目標２では、一人でも多くの県民にＡＥＤを用いた心肺蘇生法を知って

もらい、救命意識の醸成を図ることのほか、いざというときに躊躇なく救助を実施で

きるよう援助制度について検討していきます。 
 

施策４．救命講習受講者の増加 
１．課題と方向性 

○ 心肺蘇生法の実施及びＡＥＤの使用を躊躇せず行うためには、まず、県民に

効果と実施方法等を知ってもらうことが大切です。 
○ 心肺蘇生の内容は国際蘇生連絡協議会において協議され、５年に１度ガイド

ラインの改訂が行われています。これに合わせて日本においても、日本版ガ

イドラインが示されるとともに、「救急蘇生法の指針」が改訂されており、ガ

イドライン等に沿った正しい知識を身に付ける必要があります。 
○ 県内における直近３年間の救命講習の推移をみると、消防（局）本部では毎

年約３千回実施し受講者数は５万人前後、日赤では毎年約１千回実施し受講

者数は４万人近くになっています。 
○ やみくもに救命講習の実施回数を毎年増やし続けることは効果的・効率的で

はないため、今後は、若年層など心肺蘇生法の習得により救命率改善が期待

できる層や現在受講する機会の少ない層への実施が求められます。また救命

講習を実施できる者の増加等についても取組を検討する必要があります。 
○ 一般財団法人日本救急医療財団によると、近年、良質な胸骨圧迫とＡＥＤに

よる早期の電気ショックの重要性が強調されるとともに、胸骨圧迫のみの心

肺蘇生とＡＥＤの組み合わせの有効性が示されており、それらにポイントを

絞った短時間で学ぶことのできる入門講習も積極的に活用することが重要で

す。 
○ また、広報による普及・啓発も重要です。あらゆる機会を通じてＡＥＤを含

む心肺蘇生法の知識等を広く普及・啓発する取組を進めなければなりません。 
○ さらに、一次救命処置の知識や技術を維持するための再受講も重要です。 
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２．県の活動目標 

指標名 
現状 

（H30 年度*2） 

目標 

（R8 年度） 

救命講習の受講者数*1 約 128,000 人 130,000 人 

   ＊１ 消防、日赤、県立学校での受講者数 

   ＊２ 消防は H30 年、その他は H30 年度 

 

３．具体的な取組 
（１）救命講習の受講促進 

○ 救急現場に居合わせた県民（バイスタンダ－）が、迅速にＡＥＤを使用する

ことが、心肺機能が停止した状態の傷病者の救命には非常に有効です。 
○ 県民がいつでも・どこでもＡＥＤを使用できるよう、消防（局）本部や日赤

など関係機関の協力を得て、年間１３万人のＡＥＤを含む救命講習の受講を

目指します。 
○ 講習の受講に当たっては、消防（局）本部や日赤の実施する救命講習のほか、

民間企業が提供する講習、短時間で学ぶことのできる入門講習及びＷＥＢ講

習を有効に活用し、より多くの県民が知識を身に付けられるように促進を図

ります。 
○ 救命講習の実施に当たっては、県のホームページや広報紙などにより、救命

講習の情報を掲示し、受講促進を図ります。 
 

（２）ＡＥＤ普及啓発強化月間を活用した普及啓発 

○ 千葉県ＡＥＤ条例では、救急の日を含む９月をＡＥＤ普及啓発強化月間（「Ａ

ＥＤで命を救う勇気を持とう月間」）として規定しています。県では、この期

間を利用して、普及・啓発用のパンフレットの配布や、啓発イベントの開催

など県民に対する普及・啓発に取り組みます。併せて、各地域で行われる救

急の日のイベントでＡＥＤの普及啓発も取り組んでもらえるよう依頼します。 
○ また、９月以外においても、スポーツイベントなど様々な機会を通じて定期

的に普及・啓発を図ります。 
○ 特に、県政に係る世論調査において講習の受講場所として意見の多かった「シ

ョッピングセンター・モール」について、事業者へ講習の実施を働きかける

とともに、イベントの実施についても検討していきます。 
○ 普及・啓発に当たっては、国から示される心肺蘇生法の指針等の内容に沿っ

た、正しい知識を身に付けられるよう取り組み、指針等の内容に改訂があっ

た場合は、県のホームページや広報紙等を活用して県民への周知を図ります。 
○ ＡＥＤをもっとよく知ってもらい、ＡＥＤに馴染んでもらうとともに、なぜ

県民の関与が重要なのかが分かるよう工夫するなど、県民の方が自発的・積
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極的に一次救命処置の実施に向かう気持ちが醸成されるような取組を検討し

ます。 

 

（３）事業者・団体等への働きかけ 

○ ＡＥＤを用いた心肺蘇生法を社会に根付かせ、救命処置参加への意識を広く

変革していくためには、企業の安全管理部門での講習のほか福祉施設や自治

会等での対応など、組織的な取組を促していく必要があります。 
○ 県は、庁内の各部署を通じて関係機関に対し、救命講習の受講促進を働きか

けます。 
○ 実施促進に当たっては、当面の間、警備員や接客業など心肺蘇生法の習得が

業務上のメリットにつながると想定される職種などへの重点的な実施や短時

間での講習会の実施、ＷＥＢ講習など、事業者・団体の実情（時間制限、ノ

ウハウ不足、実施する責務なし等）を踏まえた実施方策の検討を行います。 
○ また、各事業所において救命講習を実施できる指導者を養成する講習への参

加についても働きかけます。 
 
（４）市町村等への働きかけ 

○ 救命処置参加への意識をより多くの県民に浸透させるには、市町村における

取組も重要であることから、県の取組を参考に、市町村においても各部署を通

じた関係機関への受講促進が図られるよう働きかけます。 
 

施策５．学校での救命講習の実施 
１．課題と方向性 

○ アメリカ合衆国のシアトルは、年間の救命率が３０％から４０％に及ぶとさ

れ、その背景には１９７８年から開始された全公立学校（ミドルスクール）

における全生徒を対象とした心肺蘇生法教育の実施があるとされています。 
○ 日本においては、平成２０年以降、中学・高校の学習指導要領には心肺機能

停止状態時のＡＥＤの必要性が記載されたほか、文部科学省の学校安全推進

事業として、教職員に対する心肺蘇生法実技講習会の実施が推進されていま

す。 
○ また、平成２６年度の国通知では「児童生徒がＡＥＤを使用するに当たって

は、ＡＥＤに係る知識を学ぶとともに、実習を行うことも有効です」として

更なる取組みを促しており、学校教育における救命に関する教育意識の高ま

りが感じられます。 
○ 学校において、児童や生徒が、命の尊さを学び、ＡＥＤを含む心肺蘇生法に

触れることは非常に重要であるため、これまで以上に習得機会の確保やＡＥ

Ｄ実習の実施を検討する必要があります。 
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○ 特に、幅広い年代への普及啓発により、ＡＥＤを身近な存在に感じてもらう

ことが重要です。 
○ また、京都大学が行った調査によると、「女子高校生にはＡＥＤが使

われにくい」という結果が示されており、この調査をまとめた教授は

「女性の肌に触れる、服を脱がせることへの抵抗感が表に出た結果」

だと分析されています。 

 
２．県の活動目標 

指標名 
現状 

（R元年度） 

目標 

(R8 年度) 

県立中学及び高校における生徒へのＡＥＤ

実習の実施率 

（実施校／県立中学・高校数） 

97.1％※ 100.0％ 

※例年は全校で実施しているが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全国一斉臨時休校の

影響により４校が未実施（実施できなかった学校は令和２年度に実施済）。 

 

３．具体的な取組 
（１）教職員に対する講習 

○ 学校の教職員及び保育所等の職員に対し、心肺蘇生法の実施及びＡＥＤの使

用に関する知識、技能及び指導方法の習得を図るため、講習会や研修を実施

します。 
○ このため、県は、公立学校教職員を対象とした講習会を実施するとともに、

私立学校の教職員及び保育所等の職員を対象とした講習会の実施が促進され

るよう働きかけます。 
 

（２） 児童・生徒に対する救命講習の実施 

○ 子供の成長過程は、個人差があり、また言語能力や認識力も年齢によって大

きく異なります。このため、ＡＥＤ使用等の知識及び技能の習得に当たって

は、子供の発達段階における成長の特徴を踏まえること、また、学校の種別

に応じて適切な支援を行っていくことが重要です。 
○ 県は、県立中学校及び県立高等学校において率先して習得機会の確保に取り

組むとともに、市町村立学校、私立学校等においてもその促進を働きかけま

す。 
○ 学校（幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く）は、児童及び生徒の発達段

階に応じてＡＥＤ使用等の知識及び技能の習得を行う機会を設け、普及啓発

に努めます。 
○ また、県内では、小学校において上級生が下級生に教えるなど講習の工夫を
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している自治体があります。学校での取組に当たっては、そうした先進的な

取組を踏まえ、各々の学校の実情（時間制限、ノウハウ不足、教育機材の不

足）を考慮し、より効果的・効率的な教育方法を検討していきます。 
○ ＡＥＤの使用促進のために実習は非常に効果的であることから、全ての県立

中学校及び県立高等学校は、心肺蘇生法の実施及びＡＥＤの使用に関する実

習を行うこととします。また、県は、実習に伴う心肺蘇生法訓練用人形及び

ＡＥＤトレーナーを配置します。 
○ 実習に当たっては、必要に応じ、消防（局）本部や日赤など専門機関と協力

しながら、より実践的な実習につなげるよう努めてまいります。 
○ また、市町村立学校、私立学校等においても、県立中学校及び県立高等学校

に倣って可能な限り実習を実施してもらうことが望ましく、県はその促進を

図ります。 
○ 実習を行う際に、救命活動において女子生徒に対するＡＥＤの使用に抵抗が

ある場合には、簡易救命テントの活用、パッドを貼った後に上から上着

やタオルを掛ける、周りに人を立たせて壁を作るなど、可能な範囲で

倒れている人に配慮をしながら、ＡＥＤを実施するよう呼びかけを行います。 
 

施策６．救助実施者への援助 
１．課題と方向性 

○ 県民がＡＥＤの使用や心肺蘇生法の実施を行わない理由の１つに「責任を問

われたくない」ことがあげられます。 
○ もとより、県民が行う心肺蘇生法は、悪意又は重過失がなければ、民事上、

刑事上の責任を問われることはありません。 
○ まず、このことを普及することが大切です。普及に当たっては県民の誤解や

不安感を煽る（あおる）ことがないように、特に丁寧な説明を行うよう留意

する必要があります。 
○ また、一次救命処置に伴い、その件数は非常に少ないものの経済的な負担、

健康被害等の不利益が生じる可能性があります。このため、誰もが安心して

救助の手を差し伸べることができるよう、救助実施者に対するサポート制度

を整備する必要があります。 
 

２．具体的な取組 
（１）法的責任に係る啓発 

○ けが人や急病人が発生した場合、一刻も早い一次救命処置（ＡＥＤと心肺蘇

生）が、救命率の向上に大きく影響を与えます。実際の救命現場においても、

バイスタンダ－により一次救命処置が行われたことで、尊い命が救われた事
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例が報告されており、県民の一次救命処置の実施は非常に重要になっていま

す。 

○ 県政に係る世論調査によると、県民がＡＥＤを使用できないと思う理由、心

肺蘇生法の実施を行わない理由として「責任を問われたくないから」と回答

した割合は、３年前に比べて増加しています。 

○ 要救助者を前に「責任が問われること」の不安で一次救命処置を実施しない

ことがあるとすれば、それは非常に残念なことです。 

○ 誰もが、不安なく安全に一次救命処置を実施し、一人でも多くの尊い命を救

うため、県民に正しい法的知識を身につけてもらうことが大切です。 

○ 県は、消防（局）本部や日赤が救命講習を行うに当たって、悪意又は重過失

がなければ、一次救命処置を実施したことによる法的な責任は負わないこと

を丁寧に啓発するよう呼びかけていきます。 

 

（２）救助実施者に対する援助 

○ バイスタンダ－が安心して一次救命処置を実施できる環境づくりのため、次

のとおり、健康被害等何らかの不利益が生じた救助実施者をサポートする制

度を整備します。 

○ 県は令和３年５月時点で、次の制度を整備しています。 

① 感染症検査のための費用の支給 

感染症への罹患を疑い、医療機関において HIV、HBV、HCV 及び梅毒の感

染症の検査を受けた場合に感染症の種類に応じて６，０００円を限度に見

舞金を支給します。 

② 身体的又は精神的健康被害に対する治療費等の支給 

身体的健康被害の治療又は感染症予防のために医療機関を受診した場

合、精神的健康被害の治療のために医療機関を受診した場合に、入院で１

０，０００円、通院で５，０００円を限度に見舞金を支給します。 

③ 感染見舞金の支給 

感染症（HIV、HBV、HCV 又は梅毒）に罹患した場合に、３００，０００

円の見舞金を支給します。 

④ 訴訟費用の貸付 

万が一、救助実施者が要救助者又は要救助者の相続人から訴訟が提起さ

れ損害賠償請求等がなされた場合は、民事・刑事の両面から重過失がない

限りは、その責任が問われることはありませんが、弁護士費用などの訴訟

費用は発生する可能性があります。 

このため、ＡＥＤの使用又は心肺蘇生法の実施に係る訴訟で、千葉県救

急・災害医療審議会が適当と認めた場合、１００万円を限度に訴訟費用の

貸付を行います。 

確定した判決において救助実施者に悪意又は重過失の認定がなければ、
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当該貸付金は返還免除されます。 

⑤ 消耗品費の補償 

 救助実施者が施設等にあるＡＥＤを使用した際に消耗品（パッド等）の

費用負担を設置者から求められた場合、その費用を補償します。 

○ 救助実施者に対し、県の援助制度を知らせるため、消防（局）本部から救助

実施者に対し、感謝カードを渡してもらうなど周知方法について検討します。 

 

（３）その他、救助を促す取組の研究 

○ ＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法の実施による救命措置を行った者に対して、

その勇気ある行動が、命を救う助けとなるとともに、こうした救命措置に参

加する意識を高めたことに感謝の意を表し、チーバくん「救命救急」ピンバ

ッジを配布します。 

○ 上記のほか、倒れている人を助けようとする意識を醸成するため、救助実施

者を表彰するなど、一次救命処置実施を後押しする取組を研究します。 
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第４章 計画の進行管理 

Ⅰ  計画の推進に当たって 

Ⅰ 計画の推進に当たって 
１．計画推進の基本的な考え方 

計画は策定して終わりではなく、計画期間が終了するまで、着実に継続的に推進

することが大切です。そこで、県は、毎年度、進捗状況を確認して課題を把握し、

次の取組に活かすことで、ＰＤＣＡサイクルによる着実な推進に努めます。 
 
２．県の推進体制 

心肺蘇生法の実施促進やＡＥＤの使用率の向上は、一朝一夕に達成できる目標で

はありません。多くの関係者が心肺蘇生法やＡＥＤの普及を意識し、できることを

少しずつ積み上げることが必要です。 
本計画策定に当たり、県は直接的には関係の少ない所属も含め庁内プロジェクト

チームを設置し検討しました。こうした取組を継続するため、計画策定後も当プロ

ジェクトチームを活用し、各部局の取組状況を確認するとともに、庁内で連携を図

り普及啓発等に努めます。 
 

３．計画の進行管理 
本計画は、救急医療に従事する医師、公益社団法人千葉県医師会、消防（局）本

部などの関係者からなる「千葉県救急・災害医療審議会」のワーキンググループか

ら意見を聴きながら策定しました。今後とも同審議会に、指標の進捗状況等を報告

し、毎年の点検・評価を徹底するとともに、同審議会の意見を聴きながら事業の実

施に努めます。 
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Ⅱ  計画の指標 

Ⅱ 計画の指標 
１．指標のイメージ図 
 
図 4.1 指標のイメージ図 

 
 

        社会目標       県民の意識に  県の活動目標 

関する目標 

 

 
今回の計画改定に合わせて、「社会目標」「県の活動目標」に加えて、「県民の意識

に関する目標」の指標を追加しました。県の活動目標を通じて、県民のＡＥＤに対

する意識を向上させることにより、社会目標であるＡＥＤの使用率や心肺停止状態

で見つかった者の１か月後の生存率・社会復帰率の向上につなげることが目的です。 
 

 

 

 

 

 

 

ＡＥＤの使用率
ＡＥＤの認知度・

ＡＥＤ使用の可否

県有施設へのＡＥＤ設
置率

ＡＥＤ点検実施率

県のホームページで公
表しているＡＥＤ施設

数

救命講習の受講者数

県立学校におけるＡＥ
Ｄ実習の実施率

心肺停止状態で見つ
かった者の１か月後の
生存率・社会復帰率

目標１ 

目標２ 



30 
 

２．社会目標 

指標名 
現状 

（R元年） 

目標 

（R8 年） 

心肺機能が停止した状態で見つかった者に対す

るＡＥＤ使用率 

（県内、心原性、県民の目撃・心肺蘇生法実施あり） 

6.3％ 10.0% 

心肺機能が停止した状態で見つかった者の１か

月後の生存率・社会復帰率 

（県内、心原性、県民の目撃・心肺蘇生法実施あり（Ａ

ＥＤを使用しない場合も含む）） 

（生存率） 

17.7％ 

（社会復帰率） 

10.8％ 

（生存率） 

20.0% 

（社会復帰率） 

15.0% 

 
３．県民の意識に関する目標 

指標名 
現状 

（R元年度） 

目標 

（R8 年度） 

ＡＥＤを認知している人の割合 

（ＡＥＤについて見聞きや、使用したことがある人） 
90.2％ 100.0％ 

ＡＥＤを使用できる人の割合 37.7％ 50.0％ 

 
４．県の活動目標 
（１）目標１ ＡＥＤの有効活用 

指標名 
現状 

（R元年度） 

目標 

（R8 年度） 

県有施設へのＡＥＤ設置率 

※本計画の資料編に記載された、ＡＥＤを設置する県有

施設一覧に対する整備率 

100.0％ 100.0％ 

ＡＥＤが設置された県有施設におけるＡＥＤ点

検実施率 
100.0％ 100.0％ 

県ホームページで公表しているＡＥＤ施設数 7,709 施設 8,000 施設 
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（２）目標２ 一次救命処置を実施できる人材の育成 

指標名 現状 
目標 

（R8 年度） 

救命講習の受講者数＊１ 
約 128,000 人 

（H30 年度*2） 
130,000 人 

県立中学及び高校における生徒へのＡＥＤ実

習の実施率 

（実施校／県立中学・高校数） 

97.1％*3 

（令和元年度） 
100.0％ 

＊１ 消防、日赤、県立学校での受講者数 

   ＊２ 消防は H30 年、その他は H30 年度 

    ＊３ 例年は全校で実施しているが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全国一斉臨時 

休校の影響により４校が未実施。（実施できなかった学校は令和２年度に実施済） 


